
５月16日対談三⻆ 栄重 議員

松山 力弥 議長

稲永 辰己 議員

田ノ上 真 議員

問
もん

し、その後、法務大臣に推薦します。
その中から法務大臣が委嘱します。

課題は？
課題はありますか

保護司
コロナ禍で、面談ができず電話でも可能
となった事や面談ができてもマスク着用
のために、対象者の表情が分かりづらい
事です。

保護司
最近は、新人にベテランの保護司が付き
２人担当制もできましたが、保護司のな
り手不足、また高齢化も課題です。

保護観察とは？
保護観察とはどのような制度ですか

保護司
保護観察は、犯罪をした人や非行のある
少年を社会の中で生活させながら、保護
観察官と保護司が定期的に指導や支援を
行い、更生に導く制度です。

保護観察はどのような人が受けるの
ですか

保護司
家庭裁判所から保護観察の処分を受けた
少年、少年院から仮退院となった少年、
仮釈放を許された者、刑の執行猶予とあ
わせて保護観察付の言い渡しを受けた者
などです。

保護観察の期間はどのくらいですか

保護司
成年に対する保護観察の期間は、裁判官
が言い渡した期間となりますが、少年に
対する期間は、原則20歳に達するときま
で（２年に満たない場合は２年間）とさ
れています。

保護司とは？
保護司に年齢制限はありますか

保護司
新任の保護司候補者は、委嘱予定日現在
66歳以下で、再任の場合は76歳未満です。
ただし、例外規定もあります。

任期は何年ですか

保護司
任期は２年で、再任があります。

どうやって選ばれるのですか
保護司
各市町村から推薦された人を、保護観察
所の長が候補者として保護司選考会に諮

し

※対談中は、撮影時のみマスクを外してもらいました。

安全・安心でより良い社会へ
　保護司は、ボランティアとして地域社会の中で過ちに陥った人や非行に
走った人たちの立ち直りの援助や、犯罪や非行の予防に関する地域住民か
らの相談に応じ、必要な助言・指導を行うなど、更生保護行政の重要な役
割を担っています。
　議会としても、それぞれの立場の方々と力を合わせ、犯罪や非行のない
明るい社会を築いていけるよう取り組んでまいります。

今村 桂子 議員

議会×糟屋保護区保護司会須恵支部 座談会

面談では、話を聞くように努めています。自
分から話してくれるまで待ちます。最初は話
さなくても、３・４回目になると話してくれ
るようになります。保護観察を終えて15年経
っても、いまだに連絡が来ます。

再犯が多いと言われている覚せい剤犯の中に、
結婚し子どもができ「自分の人生、まだやり
直せる」と更生した人がいます。自分が親に
なり『しっかりしなきゃ』と自覚ができたん
でしょうね。

研修部会 部長

本
もと はら

原 康
や す  こ

子 さん（30年目）

犯罪予防部会 部長

古
こ  が

賀 慶
けい ぞう

三 さん（13年目）
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犯罪や非行の予防で　社会を明るく

歴史は？
保護司制度はいつからですか

保護司
明治時代に、刑罰を受けたことがある人
を保護する民間保護団体の発足が起源と
されています。

保護司
制度としては、大正11年公布の旧少年法
で、少年保護司（現在の保護観察官に相
当）の観察に付す処分を設け、官

かん

吏
り

であ
る少年保護司と民間人の嘱託少年保護司
（現在の保護司の前身）の制度を設けた
のが始まりです。

活動の目的は？
活動の目的は何ですか

保護司
犯罪や非行に陥

おちい

った人の改善や更生を助
ける。また、犯罪予防のため世論の啓発
に努め、地域社会の浄化を図ることです。

活動内容は？
どのような活動をしていますか

保護司
基本的には、保護司個人個人の活動にな
ります。保護観察対象者に月２回自宅に
来てもらって面談をします。時には対象
者の所に行きます。対象者１人に対し、
月３回の面談が義務付けられています。
（犯罪の度合いで違います。）
保護司
面談をして対象者が遵

じゅん

守
しゅ

事項を守ってい
るか、どんな生活をしているか、などを
確認して県の保護観察所に報告します。

組織の体制・活動は？
組織の体制はどうなっていますか

保護司
須恵支部には13人の保護司がおり、その
うち２人が女性です。体制としては、総
務部会、研修部会、犯罪予防部会、協力
・組織部会があります。

特 集 議会×糟屋保護区保護司会須恵支部 座談会
保護観察・犯罪予防活動

保護司の声を聴きました

第12回

　保護司は法務省所管で、各都道府県庁所在地におかれた保護観察所の長の指導下で職務を行います。
　全国に約４万６０００人の保護司がいます。（定数5万25００人）
　法務大臣の委嘱で、身分は非常勤の国家公務員ですが、報酬は支払われないため、事実上ボランティアです。

観察期間が残っている人でも、しっかり更生
していると感じ、保護司が保護観察所に「も
う、大丈夫です」と報告して認められると、
残りの観察期間が免除されます。担当した人
が、更生することが一番嬉しいです。

６年担当した人で、毎回の面談に１分も遅れ
る事がない人がいました。悪い人が犯罪を起
こすと思っていましたが、会ってみるとそう
ではない人もいる。思わず『やってしまっ
た』ということもあるのではないでしょうか。

組織としてどのような活動をしていま
すか

保護司
総務部会は、総会や全体をまとめる役割
を担っています。

保護司
研修部会は、保護観察所が主催する研修
会などへ参加しています。

保護司
犯罪予防部会は、青少年指導員と連携し、
犯罪予防の啓発運動（あいさつ運動、啓
発旗立て、小中学生啓発作文コンクール
の審査など）に取り組んでいます。

保護司
協力・組織部会は、県の保護観察所を通
して就職先の相談や連携を行っています。

総務部会 部長
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須恵支部 支部長
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犯罪や非行の予防で　社会を明るく


